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緊急事態宣言の解除後の福岡県の対応について（依頼） 

 

貴職におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた本県の取組みにご協

力くださり、心から感謝申し上げます。  

改正インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が解除され、福岡県で

は、これまでの外出自粛等の要請や事業者等に対する休業要請等の緩和について、別添１の

とおり、県民へ向けて、新たに情報発信を行っています。 

つきましては、その内容について外国語に翻訳したものをお送りしますので、貴団体ホー

ムページへの掲載やSNS等での発信など、在留外国人への情報周知について、ご協力をお願

い申し上げます。 

 

記 

 

送付物  別添１：緊急事態宣言の解除後の福岡県の対応について（原文） 

別添２：翻訳文（英語、やさしい日本語） 

※中国語、韓国語、ﾍﾞﾄﾅﾑ語、タイ語については後日送付いたします。 

※ネパール語も翻訳予定としており、翻訳文については、後日（公財）福岡県国 

際交流センターのHPにて掲載いたしますのでご活用ください。 

 

（公財）福岡県国際交流センターHP  

       URL：https://www.kokusaihiroba.or.jp/ 
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